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1.序

加盟国平等を根本原則 とする欧州連合 (EU)では、言語政策においても平等性を保

障すべ く各加盟国の公用語を全て EU公用語 としている
2)。

ドィッ語は ドイツ連邦共和

国が原加盟国であったことから、欧州統合の端緒から共同体公用語の地位にあるが、

最近の ドイツ語菌
3)で

は言語内の差異を強調す る標準変種によって国家アイデンティ

ティーを構築 しよ うとす る動きが見 られ る。 しか し、 ドィッ語圏の事情ばか りでなく

EU全体をも視野に入れなければ、 ドィッ語の規範が分散 して統一性が損なわれ、 ドイ

ツ語の影響力が低下してしまう。本稿では、複数の標準変種から成るドイツ語の多様

性が、EUの言語政策 とどのように調和するのかを考察する。

2.言 語政策にお ける多様性 と統一性

多言語主義を標榜する EUでは、EU公用語の選定・運用が重要なテーマになっている。

多言語主義は、複数の言語が使用 され る状況が望ましいとする立場であって、複数の
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言語が存在する状態 自体を指す表現ではない。同一の地理的領域・場面で複数の言語

が使用 され るか、複数の言語を使用する個人が多数存在する状況は多言語主義の前提

である。 これに関連 して、Carson(2003:21)は 、地政学的統一体に影響を及ぼす多言

語状況を「マクロ多言語使用」 (macro― multilingualism)あ るいは「社会的 (集 団的 )

多言語使用」 (societal or conective multilingualism)、 個人の生活における複数

言語の相互作用に関わる状況を「ミクロ多言語使用」 (micro― multilingualism)あ るい

は「個人的多言語使用」 (individual multilingualism)と 呼んでいる。言語政策にお

いては、国際法学の術語である「属地主義」 (territorial principle)と「属人主義」

(personanty principle)が 、多言語状況の分析にも用いられている。属地主義は、

違法行為が発生 した場合に行為者の国籍に関わ りなく、違法行為が行われた国の法律

を適用す る原則であ り、属人主義は、違法行為者の国籍に基づきその国内法が適用 さ

れる原則である (山 本 2000:234ff.)。 言語政策においては、地域 。国家を基準に使用

言語が規定 される方針や原則は属地主義、使用言語が個人の言語能力 との関わ りで規

定され る方針や原則は属人主義と言われている。多言語使用を規定する国際機関の場

合は、その本拠地がある地域 。国家の公用語ではなく当該機関の公用語が問題 となる

ので、属地主義を社会的領域にも敷衛 して属地主義的多言語主義に分類 され ると考え

たい。CarsOnの 分類が多言語状況を描写する際に用い られるのに対 して、属地主義 と

属人主義は法や規則に基づ く原則を示す。同一の場面で複数の言語が使用され る例は、

複数の言語を使用する EUな ど国際機関での会議や印刷物にも当てはまる。だが、多言

語で行われ る会議では、参加者が必ず しも多言語能力を持っているとは限 らず、通訳

に依存す ることも少なくない。このように個人的な多言語能力 と結びつかない多言語

使用環境 も社会的多言語状況の一つ として考察が必要であろう。

以上の分類を ドイツ語圏の言語政策にあてはめて、統一性と多様性について考察 し

たい。 ドイ ツ語 は複 数 の標 準 変種 の集 合 か ら構 成 され る「複 数 中心 地 言 語 」

(pluricentric language)(Kloss 1978:66f.;Clyne 1992な ど)で あるので、複数

の国家にまたがる ドイツ語の統一性 と、各国家の標準変種の確立による多様性 との相

克を明 らかに しなければならない。言語政策の類型については、Heinz Klossに よる分

類 (corpus planning/status planning)に 依拠 しながらアモン (2005: 3)は「言

語 コ ー パ ス 政 策 」 (Sprachkorpus― Planung)と 「言 語 ス テ ー タ ス 政 策 」

(Sprachstatus― Planung)の 枠組みを提唱 している。本稿ではこの枠組みを用いなが ら
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EUにおける ドイツ語圏の言語政策を概観する。

言語ステータス政策においては、 ドイツ語の地位 を他の言語 との関係の中で向上 。

普及 させることが中心的な課題になる。その場合は、対外的に ドイツ語の統一性が重

要になって くるので、 ドイツ語内の多様性にとらわれ過 ぎるのは好ま しくない。英語

圏やフランス語圏 と言語政策で競合す る場合は、 ドイツ語圏諸国の意思統一ができて

いなければ効果的な対抗措置を取ることができないか らである。なお、EU全体におい

ては、各言語の平等理念 を目指す多様性への志向性 と、作業効率を向上させるために

作業言語
4)を

制限する統一への志向性 との間でゆれが認められる。

一方、言語の構成単位の標準化を課題 とする言語 コーパス政策では、言語内の多様

性をどのように記述す るかを検討 しなくてはならない。そこでは方言 と標準語の区別

や国別標準変種の確立まで含まれるので、言語学的調査にとどま らず国家のアイデン

ティテ ィや威信も研究 される。国家間の関係においては、他言語 との関係を対照 とす

る言語ステータス政策以外にも国別標準変種の扱いが重要になって くる。国別標準変

種は国家を基準に標準変種を確立す るので、属地主義的特徴を持っている。 ドイツ語

全体か ら見ると、国別標準変種の確立は多様性を志向すると言えるが、それぞれの国

内では標準変種に向けて統一への志向性を持つことになる。言語コーパス政策はどの

ような内容であれ、対象域内の言語的平準化を推進するものなので、 どうしても多様

性の排除を伴 う。現実に、 ドイツ語圏でも従来記述 されてきた標準変種の妥当性は常

に検証が求められている
5)。

なお、各地域の変種や標準変種などをどの程度習得でき

るかは属人主義の領域であ り、複数変種能力を持つかどうかは各個人の生活背景によ

つてさまざまである。

このよ うに、言語 コーパス政策 と言語ステータス政策のそれぞれに多様性 と統一性

の両面が含まれてお り、あるレベルでの多様化が別のレベルでは統一化を志向す るこ

ともある。EUに おける ドイツ語の言語ステータス政策 と、国別標準変種の言語 コーパ

ス政策 とは必ず しも両立するとは限 らず、適正なバランスを保つ言語政策が求め られ

ている。

3.EUに お ける ドイ ッの言語政策

西 ドイツとフランスの和平を目指すシューマン宣言 (1951年 )はパ リ条約 として結

実 し、1952年 に欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC)が 誕生 した
6)。

ECSC発 足に際 して、フラ
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ンスは共同体の公用語をフランス語にすることを提案 し、イタリアとオランダの賛同

を得たものの、西 ドイツの強い反対によりこの提案は却下 され、加盟国の 4公用語 (イ

タリア語、オランダ語、 ドイツ語、フランス語)全てを共同体公用語 とすることが決

まった。パ リ協定 (1954年 10月 23日 )の発効により西 ドイツが主権を回復 したのが

1955年 5月 5日 のことであるか ら、第 2次世界大戦の敗戦国 としては外交上の大きな

成果 と評価されよう。

ECの公用語政策に大きな影響を与えた出来事として、1973年 の英国加盟に言及 して

おかなければならない。英国が加盟することによつて、国際語としての地歩を固めつ

つあつた英語が EC公用語になると、言語間の勢力関係に変動を来たす ことになるか ら

だ。それまで外交言語 としての威光のもと幅広 く使用されていたフランス語も、英語

との競争を視野に入れた言語政策への転換を強いられることになる。英国の EC加盟に

際 して、フランスのポンピ ドゥー大統領が英国のヒース首相から、フランス語を話せ

ない公務員はプリュッセルに送 らないとの約束を取 り付けたのに対 して、言語政策的

に何も行わなかった西 ドイツは対照的であった。西 ドイツは戦後処理に取 り組んでお

り、 ドイツ語普及に向けての政策を露骨に繰 り広げられ る状況にはなかったからであ

ろう。SPD/FDP(社 会民主党/自 由民主党)連合政権のヴィリー・ プラン ト首相 (在任

1969年～1974年 )は、東方外交を通 じてソビエ ト連邦や東欧諸国、東 ドイツとの融和

に向けて大きな貢献を果た したので
7)、 ドィッ語の普及を図る言語政策は停滞せざる

を得なかった。stark(2000:98)に よると、1970年に西 ドイツ外務省が発表 した「対外

的文化政策の基本原則」では ドイツ語が外国で影響力を行使するための媒体になって

はならないとの立場をとってお り、言語政策の政治的意味を払拭す る配慮がなされて

いた。それどころか、西 ドイツ外務省の言語部局長であった Kustererは 英語とフラン

ス語だけを EUの 作業言語にすべきであると主張 したほどである (ibid.:98)。

西 ドイツの言語政策に変化が見 られたのは、1982年 に CDU/CSU・ FDP(キ リス ト教民

主同盟/キ リス ト教社会同盟・ 自由民主党)連立政権に交代 した後であつた。CDむ のヘ

ルムー ト・コール首相 (在任 1982年 ～1998年 )は 、これまでの政権下で「失われた言語

勢力を取 り戻そ う」 (ア モン 2005:21)と の立場を表明 して政策を遂行 した。 ドイツの

勢力に見合つた ドイツ語の地位の獲得を意図 しての方針である
8)。

そ して 1993年 には

英語 とフランス語 と並んで ドイツ語を EU委 員会の作業言語 と認めさせ ることに成功 し

た。 1999年にはフィンラン ドでの通訳を巡 る対立で、 ドイツ語の地位 を揺 さぶる出来
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事が あつた。フィンラン ドが EU議長国になって、閣僚理事会 の非公式会議 では通訳業

務 を英語 とフランス語、議長国の フィンラン ド語に限定 し、従来行 われていた ドイ ツ

語 の通訳 を拒否 したのだ (Stark 2002:202)。 これに対 して、 ドイ ツ とオース トリア

が共 同で会議 をボイ コッ トす るな ど して抗議 した結果(フ ィンラン ドが譲歩 して ドイ

ツ語 の通訳 を開始 した。政府 ばか りでな く ドイ ツ連邦議会 も、 ドイ ツ語 の作業言語化

に向 けて積極的 に活動 してい る
9)。

英語の勢力が強まる中では、言語政策上 はライバ

ル関係 にあるフランスとの連携 も必要になって くる。「独仏共同言語訓令」(Gemeinsame

deutsch― franzё sische Sprachenweisung,2000年 6月 )に よつて、 ドイ ツ語かフラン

ス語 が不利益 を蒙 る事例に際 して、 ドイツ とフランスが共 同 して対抗処置 を とる取 り

決めがな された (Ammon 2003:20)。  ドイツ語 とフランス語 は競争関係 にあ るが、英語

の勢力 に対抗す るためには協調路線 が欠かせ ない とい う事情が背景 にある。

4.オ ー ス トリア の EU加盟 に伴 う言 語 政 策

1955年 の国家条約 によ り主権 を回復 したオース トリアは、40年後の 1995年 に EUに

加盟 した。オー ス トリアの EU加盟が決まると、「物 ルゴSafa`は ル の ルノsaFaι のま

まだ」
10)の

標語の もとにオース トリア標準変種 を周知 させ よ うとの動 きが活発化 した。

その一環 として 1994年 に「オース トリア・ ドイツ語検定試験」(Osterreichisches

Sprachdiplom Deutsch,OSD)が 開始 された。 ドイツの Goethe― Institutが 実施する ド

イツ語検定試験が既に幅広 く普及 している中で、新たな検定試験を始める意味はどこ

にあるのだろうか。留学や就職でも活用 され る権威ある語学検定試験の実施は、外国

語学習の促進に有効である。オース トリアが OSDを 開始 したのは、 ドイツ語は ドイツ

だけの言語ではないとい うことを国際的に周知 させる効果があると判断 したからであ

ろ う。 しか しオース トリア変種を基準 とする ドイツ語検定試験では、受験者がオース

トリアヘの留学や就職を希望す る ドイツ語学習者に限定されて しま うので、幅広い需

要は見込めない。そこで ёSDは ドイツ語の複数中心地性を前面に出 して、オース トリ

ア、 ドイツ、スィスの標準変種全てを考慮する試験であることを謳い文句に した点が

画期的であった。さらに、Goethe― Institutの検定試験には初級 レベルが無かったので、

6SDが その空隙を補 う形で初級 (KID1/2)H)か ら上級までの試験をカバー したことも大

きな特徴であった。初学者が受験できる唯一の ドイツ語圏の試験 とい うことで存在価

値はあったといえょぅ。 しか し Goethe― Institutも 2003年に初級検定試験 (Fit in
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Deutsch 1/2お よびStart Deutsch 1/2)を 導入したことで、厳しい競争を強いられて

いる。

対外的には、オース トリアが ドイツ語の言語ステータス政策にそ ぐわない行為をす

ることがある。例えば、ブダペス トでの記者会見でオース トリアの外務大臣が、 ドイ

ツ語を理解するジャーナ リス トたちを前にして英語で話をした り、 ドイツ代表が ドイ

ツ語で演説 した後に、オース トリア財務大臣が英語で話をする (Wiesinger in Lohse

2004:180)な どの行動を取つてきた。 このように ドイツから距離を置く目的で ドイツ

語の使用を意図的に放棄す る行為は、 ドイツから繰 り返 し批判 されている (de cillia

1997b: 254)。

言語政策 として重要 なのは、オー ス トリアの EU加盟条約で PrOtokoll Nr.10に よ り

23語 のオース トリア変異形
12)を

承認 させた ことである。オース トリアの公用語 であ る

ドイツ語 は既に EU公用語であつたので、本来な ら新たな公用語追加 は発生 しないはず

だつた。 ところがオー ス トリアは 自国の ドイツ語 の独 自性 を内外 に示すために、一部

の語彙 を EUに 追加承認 させ る政策 を とったのである。オース トリアはこの規定の正 当

性 を次の ように説明 してい る。

1.北欧諸国の加盟 に よ り公用語数 が増加 し、通訳業務 の負担 も増 えるが、オース ト

リアの加盟に際 してはそのよ うな問題は生 じないので予算上の措置が不要

2.オー ス トリアの ドイ ツ語には独 自の語法があ り、それ らの保持 と保護はオース ト

リアにとって精神的に重要な意味がある

3.Protokollに はごく限 られたオース トリアの語彙が挙げられているので、

担は最小限にとどまる

4.加盟交渉に際 して、オース トリア語法の問題は、経済的な問題ではなく

題 として扱われ るべきで、加盟条約の作成を通 じて解決策が見出される

をオース トリアはとる。

EUの負

技術的問

との立場

(Bundesministerium fur Gesundheit, Konsumentenschutz und Sport 1994, Markhardt

2obs:165)

ProtokoH Nr.10は 加盟条約の一部をな してお り、国際法上の拘束力を持つ規定であ

るが、実際にどの程度周知 されているのであろうか。Markhardtが EU翻訳 。通訳担当
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官 を対象 に行 ったア ンケー ト調査 によ り、

源 を活用 しているかが示 されている (第 1

トリア変種に関 してどのような情報オース

表 )。

EUに よる語彙集
1り

Ebner 199814ノ 10

θs`θrrθゴσルゴsο力θs ″brιθFb″εル (OWB) 5

オース トリア人 (友人、同僚 ) 4

辞書 (Wahrig等 ) 3

Bundeskanzleramt (Hrsg. ) tggz") 1

Russwurm und Schoeller 19971o) 1

自分で作成 した リス ト 1

第 1表 :EU翻 訳・通訳担当官が利用するオース トリア変種の情報源 (Markhardt 2005:

256)

調査結果によると、EU内 で刊行 された語彙集が最 も活用 されていることがわかる。

ドイツ語に他の言語か ら翻訳 。通訳する場合は、必要最小限の語彙が収録 された語彙

集 を利用す るのが効率よいが、逆にオース トリア変種か ら他の言語に翻訳・通訳する

場合は、幅広 くォース トリア変種を収録 した辞典でないと対応できない。第 2位、第

3位 にはこのような辞典が挙がっている。Ebner(1998)は 言語学的調査に基づいて編

纂 された小辞典で、ドイツの Duden編 集部から刊行 されている。OWBは ォース トリアの

公認辞典であるにもかかわらず、EUで はあま り認知 されていないようだ。

さて、PrOtOk01l Nr.10に よって 23語 を公認 させた政策はどのように評価 されたの

だろ うか。PrOtok01l Nr.10は オース トリア変異形を ドイツの変異形 と対等であると国

際的に承認 させた唯一の規定 (de cillia 1997a:124)と して、ォース トリアの言語

政策史上、特筆に価する成果であったことは間違いないだろう。 しか し、この 23語の

選定が適切であったかを疑問視する指摘 (Pohl 1997:81)も あり、個々の語のオース

トリアにおける使用頻度や認知度に関する言語学的調査が求められるだろう。また、

わずか 23語が認可されたに過ぎず、オース トリア公認の OWBを EUで も公認 させ られ

なかったことを嘆 く声 (Muhr 2003:200)も ある。 このような批判があるとしても、

ドイツと同 じドイッ語圏にありなが ら、オース トリア標準変種をアピールする政策 と

しては現実的であった と評価できよう。農業政策で必要な語彙の一部が選ばれたに過

ぎないとい ぅ点で、ォース トリアには不満が残る部分があるかもしれないが、数を増

や しすぎると翻訳 。通訳者の負担が増 して、結局は現実に運用できなくなって しまう
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恐れもあるか らだ。そ うい う意味では、最小限の 23語にとどめて確実に使用 され る方

が言語政策上は好ま しい と言えよう。 しか し、これによつてオース トリアの思惑通 り

にオース トリア標準変種を周知 させ られ るとは考えられない。標準変種は文法、発音、

語彙な ど多面的な構造の中で規定され るものであつて、一部の語彙だけで標準変種間

の相違まで論 じることはできないか らである。また、EUには ドイツ語以外にも複数中

心地言語が存在 し、多言語主義 と並んで「多変種主義」まで推進 しなければならなくな

ると、他の言語まで巻き込んだ議論が必要になって しま う
lη

。多変種主義を徹底 して

翻訳 。通訳にも反映 させ る言語政策は EU全体に波紋を投げかけることにもな りかねな

い。 さらに、変種 レベルでの言語権が包括的に承認 されるようなことになれば、少数

言語の保障問題が浮上するのは必至である。そ うすると、20も の公用語の翻訳・通訳

業務で苦慮 している EUに とって、公用語、変種、少数言語全ての言語権を保障する言

語政策は現実的ではない。このように、 ドイツ語の標準変種の扱いを EUレベルで正面

から議論すれば、EU全体の言語政策を根底から揺るがすことにな りかねず、解決のた

めの学問的基盤が整っていない現状では問題の拡大を抑える他ないだろう。

5,多様性と統一性の間でせめぎ合う言語政策

言語中心地間には (標 準)変種 としての相違があるが、あくまでも同一言語 として

の規範化が前提 となっている。変種間の相違を強調 して規範化することにより標準変

種が確立 されるのだが、言語政策によって新たな言語に作 り変えることも可能である。

同一言語内にとどまる形で規範化を行 うか、新たな言語 として独立するかは、その国

がおかれた状況を基に判断 して決められ る。オランダが独立国 としてのアイデンティ

ティー確立の一環として、低地 ドイツ語をもとにオランダ語を「造成」(Ausbau)(Kloss

1978:23 ff.)し た事例は特に有名で、変種から言語を造成する現象は一般に「オラン

ダ化」 (Hollandisierung)と も呼ばれている。

オース トリアによる言語政策は、オース トリア標準変種の確立 と普及に努める言語

コーパス政策を中心とす るものであると評価できる。この政策を EUの 多言語主義政策

に呼応 させ ることで、ProtOkoll No.10の 実現を成功 させることができた。オース トリ

ア国内にも言語的多様性があることを考えれば、国内的には統一への動きと考えられ

るが
18)、

国際的には複数の ドイツ語変種を主張する多変種主義であり多様性を志向す
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る政策 と考えられよう。

|一 方、 ドイツの言語政策にはどのような傾向が見 られるだろうか。 1871年 に誕生 し

た ドイツ帝国は 22の 君主国と 3自 由市か ら成 り立つ連邦国家で、言語的にも多様な地

域方言を抱 えていた。そのために、統一国家として言語の標準化が喫緊の課題 として

推進 され、正書法や正音法などの規範化が着々と行われた。 こうして作 られてきた ド

イツの言語規範は他の ドイツ語圏にも影響を及ぼ したが、 ドイツの ドイツ語を基準に

標準化 されているので、オース トリアやスイスの変種は「非標準形」 と位置づけられ

て しま うことになった。このことが、 ドイツの ドイツ語こそが標準語であるとの神話

が広まる要因にもなっている。

言語コーパス政策 レベルでの特徴は、 ドイツ語の統一に向けて言語政策を遂行する

中で、他の ドイツ語圏の変種をほとんど顧慮せず、 ドイツ国内の状況を中心に調査な

らびに規範化をしてきた点にある。同時に、EU内 では ドイツ語の地位向上に向けて他

の言語との競争関係を視野に入れた言語政策を展開 している点も重要である。EU公務

員が最も使用する言語は英語 とフランス語であるが (Quell 1998:299;Schlo3macher

1996な ど)、 英語の影響力はさらに拡大 しつつある。英語の突出を警戒するフランスと

協調 しつつ、 ドイツ語の作業言語 としての地位確立 と使用域拡大に努めるなど、言語

ステータス政策が今後 さらに重要になってくるであろう。

複数の国家で使用 され る複数中心地言語においては、各言語中心地の政治 。経済・

文化的な条件により変種間の勢力に不均衡が生 じる。 ドイツ語圏変種の最上位にある

ドイツは、言語ステータス政策では他言語 との競争を考慮 して全体の統一性を前提 と

す る政策を中心にしている。あるいは ドイツの ドイツ語が中心であるとい う点に疑念

を持たず、他国の ドイツ語変種 を度外視 しているとい う意識す らなかったのかもしれ

ない。一方、下位に位置するオース トリアにおいては、自らの標準変種確立を通 じて

上位変種に対抗する言語政策が際立つ。だが言語 レベルで ドイツ語の地位が危 うくな

ると、 ドィッと協調 して行動す ることもあ り、オース トリアの言語政策はオース トリ

ア変種 とドイツ語全体の間で国益に応 じて揺れ動いている。

2005年 5月 に EU加盟 した東・中欧では、 ドィツ語が英語と並ボ重要な外国語である

ことが統計上 も明らかだが、そこでも英語の伸張は日覚 しい (高橋 2005:42f.)。 ド

イツ語普及政策を東。中欧諸国で遂行するには、東。中欧 4カ 国
19)の

国境 と接するオー

ス トリアの役割が重要になってくる。 ところが、歴史的にオース トリアと密接な関係
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にあるハ ンガ リーでも、 ドイツ語学習を目的に留学するなら隣国のオース トリアでは

なく ドイツを希望する学生が多いようだ
20)。

ォ_ス トリアでは、 ドイツ語の統一性に

も配慮 した上で、近隣諸国を意識 した ドイツ語教育プログラムの充実も含めた言語ス

テータス政策の展開も望まれよう。プロイセンとオース トリアが合邦す る大 ドイツ主

義が潰えたからには、 ドイツとオース トリアは同 じ言語を使いながらも別の国として

歩んで行かなければな らない。オース トリアが自らの言語変種によつて国家のアイデ

ンティテ ィー確立を企てる以上、言語規範を ドイツと全面的に共有することは難 しい。

弱い立場にある変種国は多様性を求め、強い立場にある変種国は統一性 を求めるとい

う相反す る志向性がせめぎ合 う中で、EUに 包摂される言語政策が模索 されている。

本稿 は 日本言語政策学会第 7回 大会で行 つた 口頭発表 を敷術 して執筆 した もので

ある。なお、本研 究は、科学研究費補助金・基盤研究 (C)(2003年 度～2006年

度、課題番号 16520268)の 助成 を受 け行 つたものであることを記 して謝意 を表す

る。

EU理 事会規則第 1号 (1958年 4月 15日 )を新加盟国があるごとに更新す ること

で EU公用語を認 定す る。複数の公用語 を擁す る国については、 1言語のみを EU

公用語 として求め ることができる。

ドイ ツ語を公用語 とす る国は、 ドイ ツ、オース トリア、スイス、 リヒテ ンシュタ

イ ン、ル クセ ンブル ク、イタ リア、ベルギーの 7カ 国であるが、公用語の位置づ

けは様 々である。 この中で ドイツ語が主要な公用語 となっていて標準化が進 め ら

れている国は ドイ ツ とオース トリア、スイスであ り、これ ら 3国 の言語政策並び

に言語規範は他の ドイツ語圏にも影響 を及ぼ している。本稿では、EU内 の ドイ ツ

語圏 として、 ドイツ とオース トリアの言語政策に着 日して考察す る。なお、スイ

スは EUに加盟 していないので、スイスの言語政策 には言及 しない。
4)EU公 用語の平等は EUの 基本理念ではあるが、全公用語を常に均等に使用するこ

とは事実上不可能である。実際の職務で使用 され る言語は限 られてお り、現在は

英語 とフランス語が中心的な役割を果たしている。 このように運用 レベルで使用

され る言語は作業言語 (working language)と 呼ばれている。
5)現 代 ドイツ語は、19世紀末からドイツ北部の変種を中心に成文規範化 されてきた

ので、 ドイツ語圏南部の変種には十分な配慮がなされていなかった (本稿第 5節
参照 )。 しか し、複数中心地言語としての ドイツ語研究が進むにつれて、標準変種
の多様性が辞書記述などにも徐々に反映 されてきた。すると今度は、標準形式の

認定基準が多面的になり、標準形 と非標準形の境界領域にある言語形式の妥当な
分類が新たな課題 になっている。

6)さ らに共同市場の構築へ向けて経済的な統合を推進すべ く、ローマ条約により、
1958年 には欧州経済共同体 (EEC)と 欧州原子力共同体 (EURATOM)が 発足 し、欧
州共同体の三本柱が完成 した。1967年 には ECSC・ EEC・ EURATOMの 3共 同体諸機
関を統合 して EC(The European Communities)へ と発展 していく。

7)1970年 の独ソ条約、独ポーラン ド条約、1972年 の東西 ドイツ間の基本協定など。
8)EU内 で ドイツの GDP(国 内総生産)と 人口は 1位 であり、母語話者数が EU内で

最 も多い言語は ドイツ語である。

2)

3)
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9) Bundestagsdrucksache (2003)Deutscher Bundestag 15/330, 15/1951, 15/1574,
15/468な ど。

10) “Erdapfelsalat bleibt Erdapfelsalat'' . Friap■ ガsaゴ′
`は

ドイツ
`Э施rιοFFeFsaル ιに対応するオース トリア変異形で「ポテ トサラダ」を表わす。

11) CommOn European Framework of Reference for Languagesの Al、  A2レ ベ ル に対

応 。

12)  Beiried, Eierschwammerl, Erdapfel, Faschiertes, Fisolen, Grammeln, Haferl,

Karfiol, Kohlsprosen, Kren, Lungenbraten, Marillen, Melanzani, Nu3, Obers,
Paradeiser, Powidl, Ribisel, Rostbraten, Schlё gel, Topfen, Vogerlsalat,
Weichseln C〉 23語。

13)Markhardt自 身が EU委 員会の翻訳部門 (SdT)で研修生として勤務 した際に 1993

年に作成 した語彙集 (Markhardt,H.Ausdrucke des ёffentlichen Bereichs in
6sterreich;160ペ ージ)と 、1994年 に発行 された通訳部門 (SCIC)の語彙集
(Austriazismen mit Deckblatt des SCIC120;6ペ ージ)が挙げられている。

14)  Ebner, 」akob (1998). ″7θ sag` ma″  ゴ″ θsιθrrθゴθ力′ ″br`erb″ε力 ごes
∂bι arrθゴοルゴsc力θ″ ″brι arb″ο力. Mannheim; Wien.

15) Bundeskanzleramt (Hrsg。 )(1992). Die offentliche Verwaltung in Osterreich.
Wien.

16)  Russwurm, H. und A. Schoeller. (1997). ∂bι arFθゴθ力」isc力θs Rea力
`srё

rι erb″θ力.

17)例 えばフランス語はフランス以外にもベルギーやルクセンブルクなどでも公用
語 として使用 されているし、スウェーデン語はスウェーデン以外にフィンラン ド
でも公用語である。

18)オース トリア国内にも言語的多様性があ り、ウィーンの変種を中心 とする規範化
への批判がある (Forer und MOser 1988,Metzler 1988な ど)。

19)チ ェコ、スロバキァ、ハンガ リー、スロベニアの 4カ 国。
20)Zsuzsa Marlok(ブ ダペス ト近郊の P6ter― P`zmany大 学)か らの聞き取 り調査 (2005

年 3月 )に よる。
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